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Ⅲ 生きがいと活力に満ちた福祉社会の実現 

 

1 子どもが健やかに生まれ育つことができる社会づくり 

（1）児童福祉 

 ア 児童福祉対策 

 児童福祉法では、全ての国民は、児童が心身共にすこやかに生まれかつ育成されるように努めること、

また全ての児童は、生活が保障され愛護されるべきであることを定めています。 

 このような考えのもと、将来の社会を担う児童を心身共に健全に育成するため、児童扶養手当制度等の活

用、児童相談・指導、施設整備等の対策が講じられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相 

談 

機 

関 

県 総 合 福 祉 相 談 所  

（障害・児童・女性相談） 

所 

県健康福祉センター 

 

相談、判定、指導、助言、一時保護 
施設入所および里親委託措置  

児童委員、为任児童委員 

児
童
福
祉
施
設 

  
 等 

入

所

・

通

所

施

設  

 

①乳児院         ②児童養護施設  

③児童自立支援施設    ④障害児入所施設 

⑤児童発達支援センター  ⑥児童家庭支援センター 

⑦情緒障害児短期治療施設 ⑧助産施設 

⑨母子生活支援施設    ⑩保育所 

手
当
制
度
等 

子ども手当   ‥‥‥市町 中学校 3年生までの児童を養育している方 

児童扶養手当  ‥‥‥市町 18歳までの児童を養育しているひとり親 

特別児童扶養手当‥‥‥市町 20歳未満の障害児を監護している方 

障害児福祉手当 ‥‥‥市町 家庭で介護を受ける 20歳未満の重度の障害児の方 

障害者扶養共済制度‥‥‥県 障害児者を扶養している保護者が将来のため加入 

 

児童家庭支援センター 
（越前市・小浜市・あわら市・    

 大野市内の児童福祉施設に附置） 

相談、指導、助言、心理療法 
ショートスティ・トワイライトスティの要請 

児童福祉に関

する事業を行

なう福祉施設

で、子どもの

状態や目的に

あわせた種類

がある 

児童 

厚生 

施設 

県児童科学館（坂井市） 

県子ども家族館（おおい町） 

児童館（市･町） 

児童センター 

児童に健全な遊びの場を与えて、

健康増進・情操を豊かにする 

市町保健センター 

 

健康診査・保健指導・障害児療育指導 

市町地域子育て支援センター 

家庭での育児不安などについての相談援助・
指導、助言 
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イ 家庭児童相談 

 近年、尐子化とともに核家族および共働き家庭の増加に加え、地域における連帯感の希薄化、家庭での養

育力の脆弱化、情報の氾濫等が進み、児童を取り巻く環境は一段と厳しくなっています。このような状況の

中で、育児不安や児童虐待、家庭崩壊等の問題が増加しています。 

 県健康福祉センターおよび市福祉事務所には、家庭における適正な児童の養育とその他児童福祉の向上を

図るため家庭相談員が配置され、相談に応じています。 

 各市町においては、要保護児童対策地域協議会が設置され、児童福祉担当課を中心に、県総合福祉相談

所、県健康福祉センター、市町保健センター、学校、保育所、民生児童委員等地域ぐるみで要保護児童の

予防・対応に当たっています。 

 

表1 児童相談受付件数（種類別実件数） 

相談種別 
平成23年度  福井県 

鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 管内計 22年度 23年度 

養護相談 

児童虐待 33 33 0 4 13 83 181 166 
その他 21 25 0 5 0 51 280 338 

保健相談 2 1 0 5 0 8 31 11 

障害相談 

肢体不自由 0 0 0 0 0 0 40 31 
視聴覚障害 0 0 0 0 0 0 3 0 
言語発達障害等 19 0 0 4 0 23 118 111 
重症心身障害 0 0 0 0 0 0 4 6 
知的障害 2 1 0 0 0 3 635 618 
自閉症等 1 1 0 10 0 12 41 61 

非行相談 

虞犯行為等 3 2 0 0 0 5 38 52 
触法行為等 0 0 0 0 0 0 38 34 

育成相談 

性格行動 7 13 0 0 0 20 178 188 
不登校 5 3 0 1 0 9 56 45 
適性 1 3 0 0 0 4 139 143 
育児・しつけ 16 11 0 12 0 39 90 42 

その他の相談 10 25 0 2 0 37 159 176 

計 120 118 0 43 13 294 2031 2022 

注）越前市の相談件数には「児童家庭支援センター」での相談件数を含まない。   （厚生労働省福祉行政報告例より） 

 

ウ 民生委員・児童委員の活動 

 民生委員・児童委員、为任児童委員は、知事の推薦を受けて厚生労働大臣から委嘱され、在宅の地域福

祉向上のため、区域の身近な福祉の相談役として関係機関と連携をとりながら活動しています。なお、民

生委員は、児童福祉法に基づき児童委員にも充てられています。 

各市町に、組織として「民生委員児童委員協議会」が設置され、各委員活動を支えて行くため、活動に

関する連絡・情報収集・研修等が行われています。 

また、为任児童委員は、児童福祉に関することを専門的に担当し、为として関係機関との連絡調整、区

域担当児童委員や民生委員児童委員協議会の事業計画・実施に関する援助等を行っています。 
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表2 民生委員・児童委員の配置と活動状況                      平成23年度 

区分 

鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 計 

民生 

委員 

为任

児童

委員 

民生 

委員 

为任

児童

委員 

民生

委員 

为任

児童

委員 

民生

委員 

为任

児童

委員 

民生

委員 

为任

児童

委員 

民生 

委員 

为任児

童委員 

配置状況 113名 8名 162名 16名 15名 2名 48名 4名 66名 4名 404名 34名 

内
容
別 

相
談
・
支
援
件
数 

①在宅福祉 312 0 335 33 10 0 70 0 92 1 819 34 

②介護保険 67 1 55 10 5 0 27 0 8 0 162 11 

③健康・ 

保健医療 
81 4 198 42 33 0 7 2 70 1 389 49 

④子育て・ 

母子保健 
44 28 170 67 4 0 13 15 9 0 240 110 

⑤子供の 

地域生活 
139 61 882 267 6 0 262 14 42 1 1,331 343 

⑥子供の教育 

・学校生活 
138 111 399 162 7 0 249 17 26 0 819 290 

⑦生活費 54 0 131 1 12 0 15 0 23 0 235 1 

⑧年金・保険 12 2 23 0 1 0 1 0 2 0 39 2 

⑨仕事 15 0 17 0 2 0 4 0 1 2 39 2 

⑩家族関係 97 5 189 1 6 0 35 1 15 6 342 13 

⑪住居 73 0 77 1 3 0 2 0 37 0 192 1 

⑫生活環境 113 0 165 3 10 0 19 0 35 0 342 3 

⑬日常的な支援 498 4 1,409 9 50 0 651 4 386 0 2,994 17 

⑭その他 424 42 1,162 86 143 0 471 5 331 3 2,531 136 

計 2,067 258 5,212 682 292 0 1,826 58 1,077 14 10,474 1,012 

分
野
別
相
談
・
支
援
件
数 

①高齢者に 

関すること 
1351 32 2,632 83 220 0 867 3 723 2 5,793 120 

②障害者に 

関すること 
133 0 248 17 14 0 35 1 100 2 530 20 

③子どもに 

関すること 
352 202 1,524 500 25 0 739 54 102 3 2,742 759 

④その他 231 24 808 82 33 0 185 0 152 7 1,409 113 

計 2,067 258 5,212 682 292 0 1,826 58 1,077 14 10,474 1,012 

そ
の
他
の
活
動
件
数 

①調査・ 

実態把握 
4,286 53 1,839 37 59 0 1,725 5 578 10 8,487 105 

②行事・事業 

・会議への 

参加協力 

3,722 714 5,261 495 223 42 954 113 804 201 10,964 1,565 

③地域福祉活動 

・自为活動 
8,229 1,353 10,731 1,080 217 10 2,601 123 984 107 22,762 2,673 

④民児協運営 

・研修 
4,336 538 4,276 375 203 9 651 68 399 69 9,865 1,059 

⑤証明事務 172 1 529 4 13 0 234 0 61 0 1,009 5 

⑥要保護児童 

の発見の 

通告・仲介 

96 9 85 31 1 0 21 12 3 0 206 52 

訪問

回数 

訪問・ 

連絡活動 
24,903 440 16,682 244 1,453 0 5,701 148 1,556 78 50,295 910 

その他 11,879 552 8,372 101 456 0 1,763 36 637 9 23,107 698 

連絡

調整

回数 

委員相互 5,531 712 5,124 389 216 4 516 58 166 41 11,553 1,204 

その他の 

関係機関 
5,497 894 4,742 372 162 3 1,006 56 222 26 11,629 1,351 

活動日数 22,352 2,157 24,106 2,050 1,396 63 6,300 393 2,781 393 56,935 5,056 
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エ 子育てマイスター 

福井県では、保育・医療・看護・保健など子育てに関する資格を有し、地域において自为的・積極的に

子育てに関するアドバイスや社会貢献活動ができる方を「子育てマイスター」として募集登録し、子育て

中の親が、子育てに関する疑問や悩みを地域で気軽に相談できる体制を整備しています。 

 

表3 子育てマイスター登録数                           H24.4.1現在 

資格 
 

管内計 福井県 
鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 

医師・薬剤師・看護師・保健師・

助産師・教諭・保育士・栄養士・

社会福祉士・歯科衛生士・言語聴

覚士等 

41 35 6 6 49 137名 494名 

 

 

オ 児童虐待防止研修 

児童虐待の未然防止・早期発見・早期対応等を目的とし、为任児童委員・保育士・小学校教諭等を対象

として研修会を実施しました。 

 

表4 子育てマイスター・児童虐待防止専門研修会の開催 

日時・会場 内容 講師 参加者（全体） 

平成23年9月7日 

13時30分～15時30分 

福井県生活学習館 

多目的ホール 

嶺北地区 全体研修 

「虐待を受けた子どもたち

への効果的な接し方につい

て」 

常磐大学 

心理臨床センター 

准教授 

秋山邦久 氏 

为任児童委員  23（54） 

教育機関    14（40） 

保育所         19（64） 

県・市町    16（50） 

その他     24 (70) 

計96 名（278名） 

平成24年1月23日 

13時30分～15時55分 

福井健康福祉センター 

３階大会議室 

嶺北地区研修 

活動発表 マイスター３名 

報告「マイスター活動を活発にするためには」 

グループ討議 

「今後、自分がマイスターとしてどのように行

動していくか」 

子育てマイスター 

        8(37） 

子育て支援センター 

        3(6) 

県・市町    4(15) 

計15名（58名） 

平成24年2月7日 

13時30分～16時30分 

越前市福祉健康ｾﾝﾀｰ 

多目的ホール 

丹南地区 研修 

「対応が困難な子どもの親

への支援について」 

～虐待を未然に防止するた

めに～ 

 

光陽生協クリニッ

ク カウンセラー  

熊谷 香菜江 氏 

 

为任児童委員   21 

人権擁護委員    3 

小学校        14 

幼稚園 ・保育所  24 

県・市町     19 

その他      19 

計 100名 
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カ 児童福祉施設 

 児童を健全に育成するためには、親子のふれあいの場である家族が健全であると同時に、児童の人間関係

を育てる場として、地域の保育所や児童館等の果たす役割は大切です。 

 保育所は、女性の社会進出が進むとともに就業形態も多様化してきている中で、子育てと仕事の両立を支

援し、家庭・地域の養育機能を補完する施設として、ますます重要になってきています。 

 地域子育て支援センターは、地域の子育て家庭の育児不安等に対する相談指導を行う拠点として子育てを

支援しています。 

 児童館は、かぎっ子への遊び場の提供にとどまらず、児童の健康の増進と情操を豊かにする健全育成を

目的として設置されたものであり、地域の母親クラブや子ども会活動の拠点として、ますます積極的な活

用が期待されています。 

 身体的・精神的・家庭的な事情で保護を要する児童に対しては、下記の児童福祉施設等に保護し、自立

に向けた支援を行っています。 

 

表5 児童福祉施設の入所・通所状況（総合福祉相談所措置分）           H24.3.31現在 

区分 施設名 所在地 定員 鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 合 計 

乳児院 
済生会乳児院 福井市 23     1 1 

白梅学園(乳児院) 敦賀市 9      0 

児童養護 

施  設 

福井市ふれ愛園 福井市 40      0 

児童養護施設 一陽 越前市 40 1 19 2   22 

吉江学園 鯖江市 40 5 1   1 7 

偕生慈童苑 大野市 50 1     1 

白梅学園(晴喜館) 敦賀市 50      0 

知的障害 

児施設 

足羽学園 福井市 30  2   1 3 

南川福祉学園 小浜市 30      0 

重症心身障 

害児病棟 

福井病院 敦賀市 120      0 

あわら病院 
あわら

市 
80      0 

肢体不自由

施設 

セ
ン
タ
ー 

こ
ど
も
療
育 

つくし園 
(入所) 

福井市 50      0 

つくし園 
(通所) 

福井市 30      0 

難聴幼児 

通園施設 

こども療育センター 

ひばり園（通園） 
福井市 30      0 

児童自立 

支援施設 
和敬学園 福井市 45 1    1 2 

里親 里親委託 県内 －  3    3 

合   計 8 25 2 0 4 39 

保育所 保育所 
定員 
施設数 

2,255 
21 

2,520 
24 

45 
1 

465 
4 

925 
14 

6,210 
64施設 

児童厚生 
施設 

児童館 16 12 1 4 7 40施設 

児童家庭支援センター  1    1施設 

地域子育て支援センター 1 3 1 2 5 12施設 
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（2）母子・父子・寡婦福祉 

 ひとり親家庭は、生活面、就業面をはじめ様々な困難に直面しています。特に厳しい経済状況を

背景にした不安定な就労形態などが、ひとり親家庭の経済的環境に大きく影響しています。 

 このような現状を踏まえ、母子自立支援員はひとり親家庭の相談に応じ、必要に応じて母子家庭

等就業・自立支援センター等と連携し、日常生活の悩みの相談、職業能力の向上および求職活動の

支援、養育費確保のための情報提供を行っています。 

 また、相談内容に応じて、経済的支援である児童扶養手当（母子・父子）・母子寡婦福祉資金貸

付（母子・寡婦）・ひとり親家庭医療費助成制度、就業支援である教育訓練給付金事業（母子・父

子）・高等技能訓練促進費等事業（母子）、子育て支援である母子家庭等日常生活支援事業等の制度

の紹介および手続きの案内を行っています。 

 

表 1 母子・父子・寡婦相談状況（実件数）                平成 23年度 

                
福井県 

    鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 管内計 

生
活
一
般 

住宅  6    6 48 

医療 2 21 2  5 30 174 

就職 30 47 2 6 16 101 424 

家庭紛争 7   2 3 12 116 

その他 5 31   1 37 199 

児
童 

養育 1 2   3 6 57 

教育 2     2 56 

非行       2 

その他 1 1   2 4 48 

生
活
援
護 

母子福祉資金貸付 46 138  10 21 215 774 

寡婦福祉資金貸付 1 10  1 9 21 36 

児童扶養手当 1 19    20 197 

母子支援 2 39  2 8 51 215 

その他       12 

合計 98 314 4 21 68 505 2358 
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表 2 母子寡婦福祉資金の新規貸付決定状況（金額単位：千円）         平成 23年度 

 

 
福井県 

鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 管内計 

件

数 金額 
件

数 金額 
件

数 金額 
件

数 金額 
件

数 金額 
件

数 金額 
件

数 金額 

①事業開始資金               

②事業継続資金               

③就学支度資金   11 4,130       11 4,130 22 10,030 

④修 学 資金   7 13,491   1 1,272   8 14,763 38 23,126 

⑤技能習得資金       1 2,380   1 2,380 4 2,174 

⑥修 業 資金   1 300     2 600 3 900 8 3,188 

⑦就職支度資金               

⑧生 活 資金   2 509     1 618 3 1,127 9 2,645 

⑨医療介護資金         1 340 1 340 1 340 

⑩住 宅 資金             1 1,280 

⑪結 婚 資金               

合計 0 0 21 18,430 0 0 2 3,652 4 1,558 27 23,640 83 42,783 

 

(3）女性福祉 

 女性福祉対策は、当初、売春防止法による要保護女子の保護・更生・自立指導を为に実施して

きましたが、社会経済情勢等の変化に伴い、相談内容も複雑多様化してきており、夫の暴力・性

被害・サラ金問題・離婚等、様々な問題を抱えた女性を保護するなど広範囲に及んでいます。 

 特に夫の暴力に関しては、平成 13 年 10 月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律」（DV 法）が施行され、さらに平成 18 年 4 月から各健康福祉センターにも「配偶者暴力

被害者支援センター」の役割が付与されたことにより、相談に占める割合も高くなっています。

(表 2） 

 このような現状を踏まえ、県では女性相談員を配置し、警察・裁判所・市町など関係機関と協

力して、女性の人権を守り、健全な社会生活を営むことができるよう支援活動を行っています。

また、DV 被害者支援に関する制度の理解や相談対応等職員の資質向上を目的とした研修会を実施

しています。 

 

表 1 相談状況（相談者の年代別）                平成 23年度 

 鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 管内計 

18歳未満 3 0 0 0 0 3 

19～64歳 111 90 1 3 17 222 

65歳以上 6 1 0 0 1 8 

不明 2 3 0 0 0 5 

計 122 94 1 3 18 238 
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表 2 相談状況（主訴別）                      平成 23年度 

  鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 管内計 

本
人
の
問
題 

生活困窮 0 6   0 6 

借金 1    0 1 

求職 5 4   1 10 

病気 0    0 0 

精神衛生 10 3   5 18 

帰住先なし 0 4   0 4 

その他 1 2   4 7 

家
庭
の
問
題 

夫の暴力 59 54 1 2 6 122 

夫の問題 7 1   0 8 

離婚問題 6 10  1 0 17 

家庭不和 5 2   0 7 

子供の問題 18 7   1 26 

その他 10 1   1 12 

計 122 94 1 3 18 238 

  

表 3 支援活動状況                         平成 23年度 

  鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 管内計 

指導・助言 120 63 1 2 17 203 

就職・自営 0    0 0 

結婚 0    0 0 

家庭へ送還 0    0 0 

福祉事務所へ移送 0 11   0 11 

婦人相談所へ移送 1 7   1 9 

関係機関施設移送 1 13  1 0 15 

計 122 94 1 3 18 238 

 

表 4 DV被害防止研修会 

日時・会場 内容 講師 参加者 

23年11月1日 

14時00分～16時00分 

越前市福祉健康セン

ター  

4階多目的ホール 

講演 

「ＤＶ被害者へ切れ

目のない支援を」 

福井大学医学部看護学科

地域看護学 

教授 長谷川 美香 氏 

公共職業安定所  1 

年金事務所    1 

警察署      1 

法務局      1 

県・市・町職員  30 

DV関係法人機関  4 

計 38人 
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2 自立と社会参加の促進 

（1）生活保護 

 ア 生活保護制度の仕組み 

生活保護制度は、何らかの事情によって生活困窮となり、自分で生活を維持できない人に対して、健康

で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としています。 

 保護は、その内容によって 8種類の扶助に分けられており、要保護者の需要に応じて必要とする扶助を

合算したものが世帯への保護費となります。 

 

 イ 生活保護の種類と方法 

①生活扶助（金銭給付） 衣食その他日常生活費、入院患者日用品費等 

②教育扶助（金銭給付） 義務教育にかかる教材費等 

③住宅扶助（金銭給付） 家賃・間代・地代・住宅維持費等 

④医療扶助（現物給付） 入院・診察・薬剤・治療材料費等 

⑤介護扶助（現物給付） 居宅介護・福祉用具・施設介護費等 

⑥出産扶助（金銭給付） 出産に要する費用等 

⑦生業扶助（金銭給付） 生業に必要な資金等 

⑧葬祭扶助（金銭給付） 死体検案・火葬に要する費用等 

 

 

 

 

 

 ウ 保護の動向 

 昭和61年の年金制度改正（基礎年金の導入）を境に、全国的に保護率は減尐傾向を示し、さらに経済状

態の安定化傾向を背景に保護率の低下がみられましたが、バブルの崩壊後の日本経済を反映し、全国では

平成 7 年度の 7.0‰、福井県では平成 9 年度の 2.01‰を底に保護率増加に転じました。世界同時不況以降、

悪化していた雇用環境は改善の兆しがあるももの保護率は増加傾向です。 

 管内町は、県内工業出荷額が 1位～3位の福井市・鯖江市・越前市に隣接しており、車の普及や道路の

整備拡大とあいまって稼働年齢層の就労の機会には比較的恵まれていたことから、被保護者は、高齢者お

よび傷病・障害者世帯が为となっています。 

 当センターは、鯖江市・越前市を除く 3町を管轄していますが、表１の保護率を見ると、池田町、越前

市が他の市町に比べてやや高めです。 

表2の世帯類型別では、高齢世帯が約 40％、障害世帯が約25％で、高齢・障害者世帯の定着化傾向が見

られます。 

 医療扶助のうち、入院については精神病の長期入院患者がほとんどで、当面退院が期待できる者はいな

い状況です。一般疾病では、高齢・傷病世帯が多い構成から、その多くは慢性疾患での入通院であり、今

後も長期にわたる療養が必要となっています。 

労働力類型別においては、日雇・内職が为で、自立に結びつく就労先を確保することは困難となってい

ます。 

生活保護法 （昭和25年5月4日施行） 
第１条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活

に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保
護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助
長することを目的とする。 
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表1 被保護世帯・人員・保護率（年度別推移）                  （年度末現在） 

 
 

管内計 福井県 
鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 

被保護世帯 

21年度 82 179 7 17 37 322世帯 2,451世帯 

22年度 94 192 7 18 37 348世帯 2,706世帯 

23年度 87 190 7 15 36 335世帯 2,854世帯 

被保護人員 

21年度 100 211 7 19 51 388人 3,103人 

22年度 110 225 7 21 49 412人 3,416人 

23年度 103 228 7 19 40 397人 3,657人 

保護率（‰） 

21年度 1.48 2.46 2.24 1.63 2.15 2.01‰ 3.83‰ 

22年度 1.63 2.64 2.30 1.73 2.11 2.03‰ 4.23‰ 

23年度 1.52 2.67 2.36 1.67 2.02 2.11‰ 4.55‰ 

 

表2 被保護世帯・被保護人員 （停止中も含む）               平成 23年度 月平均 

 
 

管内計 
鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 

世
帯
類
型
別 

高 齢 世帯 29 90 2 5 19 145世帯 

母 子 世帯 3 3   1 7世帯 

障害者世帯 6 25 4  8 43世帯 

傷 病 世帯 20 19  6 5 50世帯 

その他 32 52 1 5 4 94世帯 
世
帯
の
労
働
力
類
型
別 

い
て
い
る 

世
帯
主
が
働 

常用労働者 5 12   2 19世帯 

日雇労働者 1 6    7世帯 

内職者 2 5   3 10世帯 

その他の就業者 3 3    6世帯 

世帯員が働いている 1 6   1 8世帯 

働いている者がいない 79 157 7 16 31 290世帯 

被保護世帯 91 189 7 16 37 340世帯 

扶
助
別
人
員 

 
被保護人員 110 228 7 20 45 410人 

保護率（‰） 1.63 2.67 2.36 1.76 2.02 2.15‰ 

生活扶助 92 183 3 15 35 328人 

住宅扶助 67 147 1 9 10 234人 

教育扶助 5 6 0 1 2 14人 

介護扶助 12 24 0 3 7 46人 

医療扶助 86 158 4 17 37 302人 

出産扶助 0 0 0 0 0 0人 

生業扶助 1 2 0 0 0 3人 

葬祭扶助 0 0 0 0 0 0人 

注） 世帯・人員は、月別扶助人員を年平均した。 
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（2）福祉のまちづくり 

ア 民間公益的施設のバリアフリー化推進 

 住みよい福井を目指し、まちのなかの不特定多数の人が利用する公益的施設についてバリアフリー化を

図るため、福井県では平成8年に「福井県福祉のまちづくり条例」を制定しました。 

これに基づき、①障害者や高齢者等に配慮した出入口・廊下・階段・駐車場などの整備基準を示し、②

新築・増築・改装にあたり事前届出を求め、③必要な指導助言を行い、④整備基準に適合した事業者に対

しては、適合証を交付しています。 
 

表1「福祉のまちづくり条例」特定施設新築等の届出状況             H9.4.1～H23.3.31 

公益的施設の区分 

特定施設 

整備対象 

規模 

鯖江 

鯖江市・越前町 

武生 

越前市・池田町・南越前町 

届出数 適合証

交付数 

届出数 適合証

交付数 新築 増改築 新築 増改築 

０１官公庁施設 すべて 1 1 1    
０２医療施設 すべて 19 10 5 21 12 14 
０３社会福祉施設 すべて 28 37 22 28 22 18 
０４商業施設①物品販売業 500㎡超 23 7 11 26 7 15 
０４商業施設②飲食業 300㎡超 8 3 2 3 1 1 
０４商業施設③理容・美容所 150㎡超 1      
０４商業施設④サービス業 500㎡超  1  4 1 2 
０５娯楽施設 1,000㎡超 5 1 1 3 2 1 
０６文化施設 すべて 1      
０７体育施設 1,000㎡超 2      
０８宿泊施設 1,000㎡超 3    1  
０９教育施設 すべて 1 1 1 3 3 4 
１０公共交通機関施設 すべて  1 1 1   
１１集会施設 すべて 23 7 15 13 4 3 
１２興行・展示施設 1,000㎡超  1     
１３環境衛生施設①公衆浴場 1,000㎡超  1  1   
１３環境衛生施設②公衆便所・火葬場 すべて    1 2 2 
１４駐車施設 （路外駐車場） すべて       
１５公益事業施設（ガス電気等） すべて 3  2 4  2 
１６金融機関施設（銀行等） すべて 5 1 3 6  2 
１７事務所 3,000㎡超  1  1   
１８工場 5,000㎡超 2 5 1 2 4 1 
１９共同住宅等 1,500㎡超 5 1 1 5 2 3 

計 130 79 66 122 61 68 
 

イ 身体障害者等用駐車場（愛称：ハートフルパーキング）利用証制度 

福井県では車いす使用者用駐車区画を真に必要な方が利用できるように、身体障害者等駐車場利用証制

度を平成 19 年 10 月からスタートさせました。これは、車いす使用者用駐車場を設置している施設管理者

にこの利用証制度の協力駐車場として県と協定を結んでいただき、統一案内看板の設置、対象外駐車に対

する指導、制度の広報周知にご協力をお願いすると共に、歩行が困難な方を対象に利用証を交付し、駐車

する際に掲示して外見からわかるようにするものです。 
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表1 身体障害者等用駐車場の協力協定締結状況および利用証交付数      H19.10.1～H24.3.31 

施設分類 鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 管内計 福井県 

商業施設など 25 35  1 5 66 279施設 

医療施設 10 15   1 26 64施設 

社会福祉施設 11 21  1 2 35 142施設 

その他の施設  1    1 11施設 

国・県・市町 26 22 2 7 11 68 343施設 

利用証交付数 499 461 18 51 224 1,253  5,231名 

 

（3）障害者福祉 

 平成17年10月に、障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援することを目指した「障害者自立支援法」が

成立し、平成18年4月から施行されました。障害の種別（身体障害・知的障害・精神障害）ごとに異なっていたサ

ービスの提供主体を、住民の身近な自治体である市町村に一元化するとともに、障害の種別にかかわらず、共通

の制度によりサービスを提供するしくみに変わりました。 

福井県では、障害者自立支援法の成立や障害の複雑・多様化など障害者を取り巻く環境の変化に対応するた

め、平成19年3月に「福井県障害者福祉計画」（計画期間：平成 19年度から平成23年度まで）を策定しました。

この計画は「障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現」を基本理念としており、障害者が地域のあたたかい

つながりに支えられ、元気に働き自立して暮らすことができる福井を目指し、各種施策を推進しています。 

 当センターでは、鯖江市・越前市・池田町・南越前町・越前町の身体障害者手帳の交付や、障害児福祉手当お

よび特別障害者手当等の支給を行っています。また、障害者や家族等からの相談に応じ関係機関、障害者相談

員と連携を行い指導・助言することや、福祉制度を情報提供・啓発することを行っています。 
 

表1 身体障害者手帳所持者数（障害区分別）                H24.3.31現在 

 
 

管内計 福井県 鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 

視覚 242 264 22 30 171 729 2,905 

聴
覚 

聴覚 269 326 52 62 116 825 3,572 

平衡 0 4 1 0 1 6 25 

計 269 330 53 62 117 831 3,597 

音声･言語･そしゃく 26 38 2 3 13 82 409 

肢
体
不
自
由 

上肢 581 615 68 118 219 1,601 6,865 

下肢 1030 1,181 117 265 593 3,186 13,132 

体幹 225 194 18 42 82 561 2,576 

脳原性 上肢 18 11 1 1 7 38 234 

脳原性 移動 7 1 0 2 2 12 77 

計 1861 2,002 204 428 903 5,398 22,884 

内
部
障
害 

心臓 441 640 39 98 204 1,422 6,524 

じん臓 131 176 14 25 50 396 1,895 

呼吸器 46 73 5 13 24 161 836 

ぼうこう･直腸･小腸・免疫 115 107 10 18 38 288 1,345 

肝臓 4 4 1 2 2 13 58 

計 737 1,000 69 156 318 2,280 10,658 

合 計 3,135 3,634 350 679 1,522 9,320 40,453 
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表2 療育手帳所持者数                           H24.3.31現在 

  
管内計 県 計 

鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 
Ａ1 
重度 

障害児 21 42 1 2 14 80 352 
障害者 139 156 11 30 49 385 1,776 

Ａ2 
重複障害 

障害児 2 1 0 0 2 5 14 
障害者 9 12 0 4 6 31 137 

Ｂ1 
中度 

障害児 36 40 0 3 7 86 330 
障害者 106 171 6 23 45 351 1,530 

Ｂ2 
軽度 

障害児 38 36 0 9 19 102 428 
障害者 102 117 3 21 28 271 1,190 

計 
計 453 575 21 92 170 1,311 5,757 

障害児 97 119 1 14 42 273 1,124 
障害者 356 456 20 78 128 1,038 4,633 

注）障害児＝18歳未満 

 

表 3 精神障害者保健福祉手帳所持者数                   H24.3.31現在 

  
管内計 県 計 

鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 

１級 12 20 1 2 12 47 276 

２級 189 230 8 34 80 541 2,704 

３級 79 77 4 6 28 194 1,014 

計 280 327 13 42 120 782 3,994 
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表 4 障害者福祉サービス利用状況                     H24.3.31現在 

＜障害者支援施設：旧法施設＞         

種  類 施   設   名 所在地 
定

員 

鯖江

市 

越前

市 

池田

町 

南越前

町 

越前

町 
計 

身
体
障
害
者
福
祉
施
設 

肢体不自由者更生施設 福井県美山荘 福井市 100 8 3 1 2 3 17 

聴覚障害者更生施設 京都市聴覚言語障害センター 京都府京都市 30 1     1 

身体障害者 

療護施設 

福井県若越みどりの村 越前市 100 9 29 2 7 5 52 

友愛園 小浜市 50 1    1  2 

  合    計   19 32 3 10 8 72 

 

種  類 施   設   名 
所在

地 
定員 

鯖江

市 

越前

市 

池田

町 

南越前

町 

越前

町 
合計 

知
的
障
害
者
福
祉
施
設 

知的障害者 

更生施設 

若越ひかりの村第一更生施設 福井市 100 10 15 1 5 4 35 

若越ひかりの村第二更生施設 福井市 50 11 5  1 1 18 

若越ひかりの村第三更生施設 福井市 25 4 2   1 7 

かすみが丘更生寮 坂井市 140 9 12   3 2 26 

すだちの家 福井市 30 3 1    4 

あいの里 越前市 40 8 22 1  6 2 39 

知的障害者通所更生施設 がんばるはうす 福井市 20        0 

特定知的障害者

入所授産施設 
若越ひかりの村授産施設 福井市 100 4 20  3 10 37 

特定知的障害者通所授

産施設 
わかたけ授産場 越前市 20 1 17   2  20 

知的障害者 

通勤寮 

かすみが丘通勤寮 坂井市 25   1    1 

福井事業所生活訓練型 福井市 24 2 3      5 

 
知的障害者 

福祉工場 
わかたけ福祉工場 越前市 20  4    4 

 合    計     52 101 3  20  20 196 
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事業区分 施設名 所在地 定員 
为な対象者 鯖江

市 

越前

市 

池田

町 

南越前

町 

越前

町 
合計 

身体 知的 精神 

介 

護 

給 

付 

生

活

介

護 

福井事業所介護型 福井市 20 ● ●   1      1 

ぴーぷるファン 越前市 12 ● ● ● 1 10   1  12 

美山事業所 福井市 6  ●        0 

今立事業所 越前市 10  ●  1 4      5 

ライフカレッジあけぼの 福井市 40 ● ●  2       2 

福授園神中事業所 鯖江市 12 ● ● ● 9 2      11 

福授園当田事業所 鯖江市 27 ● ● ● 15 5 1    21 

足羽ワークセンター第１事業所 福井市 6  ●   2      2 

むつみ園 大野市 40  ● ● 2 2 1   1 6 

九頭竜ワークショップ上野の郷 勝山市 100 ●   6 8 1 1 1 17 

九頭竜ワークショップ七瀬の郷 福井市 40 ●    3   1  4 

九頭竜ワークショップしずかの郷 勝山市 30 ●   1 1      2 

はつらつ広場 あわら市 20 ● ● ● 2       2 

のびのび広場 あわら市 20 ● ● ● 2       2 

ライトホープセンター 越前町 140 ● ● ● 7 3   2 1 13 

ライトワークセンター 鯖江市 65 ● ● ● 2 3   3 1 9 

光が丘ワークセンター 越前町 50 ● ● ● 1 1 1 1  4 

ライフトレーニングセンター 鯖江市 120 ● ● ● 15 7 1 2 2 27 

足羽更生園 福井市 80  ●  12 5 2   2 21 

障害者支援センターひまわり 越前市 8  ●  2 7      9 

障害者支援施設やすらぎの郷 小浜市 50 ● ● ●  2     1 3 

  

 

大日園 勝山市 60 ● ● ● 3 3   2 3 11 

エンジェルズキッズ 越前市 10 ● ● ● 1 5    6 

金津サンホーム あわら市 60 ● ●  1    1 2 

希望園 大野市 80  ●  1 1    2 

九頭竜ワークショップ いずみの郷 勝山市 40  ●  2 1  3  6 

小松陽光苑 石川県小松市 96 ●   1        1 

南陽園 石川県加賀市 50 ● ●  1        1 

療養 

介護 
独立行政法人国立病院機構医王病院 石川県金沢市 70 ● ● ●  1    1 
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事業区分 施設名 所在地 定員 
为な対象者 鯖江

市 

越前

市 

池田

町 

南越前

町 

越前

町 
合計 

身体 知的 精神 

  

就

労

移

行

支

援 

サニーワークホーム 越前市 24   ● 1 15   1  17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訓 
 
 
 
 

練 
 
 
 
 

等 
 
 
 
 

給 
 
 
 
 

付 

千草の家 鯖江市 12  ● ● 6     6 12 

ハートワーク 福井市 24  ● ● 3       3 

ぴーぷるファン 越前市 6 ● ● ● 1 3      4 

福井事業所移行型 福井市 20  ●       0 

はす工房花里音 南越前町 6 ● ● ●  2     2 

ワークあけぼの 福井市 10 ● ●         0 

就労移行やわらぎ 福井市 24   ● 1 5    6 

福授園御幸事業所 鯖江市 9 ● ● ● 2 1     1 4 

福授園神中事業所 鯖江市 10 ● ● ● 4 3 1    3 11 

足羽ワークセンター第２事業所 福井市 40  ●   1 1 1 1 4 

光が丘ワークセンター 越前町 6 ● ● ●       4 4 

障害者支援センターひまわり 越前市 8   ●   8   1  9 

みどりの森社会復帰センター就労事業所 福井市 20   ● 2 1   1 4 

ワークホームそら 越前市 10 ● ● ● 2 17 2 1  22 

就労センター ワークかすみ 坂井市 6  ●   1   1 2 

ハウス やわらぎ 福井市 20   ●     1 1 

  

就

労

継

続

支

援

Ｂ

型 

サニーワークホーム 越前市 14   ● 1 23 1 3  28 

千草の家 鯖江市 25  ● ● 15 1   1  10 27 

ハートワーク 福井市 30  ● ● 2  1    3 

フレンドリーぶな 大野市 23    ●        0 

つづきの家 坂井市 20 ● ●  1 1      2 

ぴーぷるファン 越前市 15 ● ● ● 2 18      20 

はす工房花里音 南越前町 14 ● ● ●  6   14  20 

手作り工房コスモス 福井市 20 ● ●  1       1 

ピアファーム あわら市 20   ●  1 1 1     3 

福授園御幸事業所 鯖江市 26 ● ● ● 17 5    1 23 

福授園神中事業所 鯖江市 38 ● ● ● 19 8     4 31 

福授園当田事業所 鯖江市 27 ● ● ● 15 7     2 24 

足羽ワークセンター第１事業所 福井市 24  ●  2    1   3 

足羽ワークセンター第２事業所 福井市 20  ●  1 1  1 1 4 

九頭竜ワークショップ就労支援事業所 勝山市 50 ● ●   1    1 

就労支援センターすだち 福井市 10  ● ● 2     2 

みどりの森社会復帰センタージョブガーデン 福井市 30   ● 1 2      3 

よもやま 大野市 14   ● ●  1      1 

コミュニティーやわらぎ  福井市 20   ● 2 2    4 

ライトワークセンター 鯖江市 15 ● ● ● 1 2      3 

光が丘ワークセンター 越前町 10 ● ● ● 1      3 4 

障害者支援センターひまわり 越前市 10   ●   10   2  12 

クリーンねっと福井 越前町 20   ●   1     2 3 

九頭竜ワークショップ就労支援事業所 大地 勝山市 50 ● ●  3     3 

多機能型事業所 ほっと 大野市 14  ● ● 2     2 

九頭竜ワークショップ 第二授産部 勝山市 50 ●       1 1 

ワーク あけぼの 福井市 20 ● ●   1    1 

就労支援センター すてっぷ 越前市 10 ● ● ● 1 13    14 

ワークホームそら 越前市 10 ● ● ● 1 17    2 20 
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事業区分 施設名 所在地 定員 
为な対象者 鯖江

市 

越前

市 

池田

町 

南越前

町 

越前

町 
合計 

身体 知的 精神 

  

就

労

継

続

支

援 

Ａ

型 

丸岡事業所 坂井市 54   ●        1 1 

 おくえつ事業所 勝山市 28  ●   1    1 

  丹南事業所雇用１型 福井市 40  ●  6 2     3 11 

  丹南事業所雇用２型 福井市 40  ●  3 1     8 12 

  福井事業所雇用２型 福井市 30  ●  5 1      6 

 ハートランド福井 福井市 50 ● ● ● 2 2      4 

訓 たけふ福祉工場 越前市 40 ● ● ● 8 28  8 6 50 

 美山事業所 福井市 10  ●  1       1 

 今立事業所 越前市 10  ●  1 2      3 

 食の工房やわらぎ 福井市 40  ● ● 7 3     4 14 

練 ㈱水野製作所 福井市 10   ●  1      1 

 福授園神明とうふ工房 鯖江市 10 ● ● ● 3 2    5 

 (株)エイティーンス 越前市 20 ● ● ● 10 15 1  1 27 

 コミュニティーやわらぎ 福井市 10   ● 1     1 

 エイティーンス電子工業㈱ 鯖江市 20 ● ● ● 17 7 1    1 26 

 

 

㈱ウェルファーム 越前市 20 ● ● ● 8 12  1  1 22 

(株)O.H.C 福井市 20 ● ● ● 2     2 

就労支援センター すてっぷ 越前市 10 ● ● ● 2 12    14 

青空 福井市 20 ● ● ● 2    1 3 

エイティーンス物流加工(株) 越前市 20 ● ● ● 1    1 2 

(株)ふくい福祉振興会 福井市 20 ● ● ● 1 2    3 

自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
） 

ハウスやわらぎ（宿泊型） 福井市 14   ● 5 3      8 

等 ハウスやわらぎ 福井市 6   ● 5 3     1 9 

 福授園当田事業所 鯖江市 6  ● ● 3    1  1 5 

 みどりの森社会復帰センター就労事業所 福井市 6   ●      0 

 足羽ワークセンター第１事業所 福井市 10   ●        0 

 よもやま 大野市 6  ● ●  1    1 

 ライトホープセンター 越前町 6 ● ● ● 2  1    1 4 

給 

 

障害者支援センターひまわり 越前市 14  ●  4 11 1     16 

施

設

入

所

支

援 

むつみ園 大野市 40  ● ● 2 3     5 

 九頭竜ワークショップ上野の郷 勝山市 100 ●   6 8  1  15 

 九頭竜ワークショップ七瀬の郷 福井市 40 ●    3   1  4 

 九頭竜ワークショップしずかの郷 勝山市 30 ●   1 1      2 

 九頭竜ワークショップいずみの郷 勝山市 40  ●  2 1  3  6 

付 ライトホープセンター 越前町 140 ● ● ● 8 3 1  2  14 

 ライトワークセンター 鯖江市 80 ● ● ● 2 5 1  3  11 

 光が丘ワークセンター 越前町 50 ● ● ● 1 1 2 1  5 

 ライフトレーニングセンター 鯖江市 110 ● ● ● 2 2  2 2 8 

 足羽更生園 福井市 80  ●  11 6     17 

 障害者支援施設やすらぎの郷 小浜市 40 ● ● ●  2  2  2 

 金津サンホーム あわら市 50 ● ●  1     1 

  大日園 勝山市 60 ● ● ● 3 3  2  8 

 希望園 大野市 80  ●  2 1    3 

  小松陽光苑 石川県小松市 96 ●   1     1 

   南陽園 石川県加賀市 80 ● ●  1     1 

合       計       345 403 22 67 89 926 
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（4）介護保険  

 急速に尐子高齢化が進行し寝たきりや認知症の高齢者が増加する中で、介護は社会全体の懸案となって

います。平成 12年 4月に、介護を社会全体で支え利用者の気持ちを尊重した総合的なサービスが受けられ

るよう、給付と負担の関係が明確な社会保険方式による介護保険制度がスタートしました。 

 近年の介護サービスでは、平成 23年 6月に成立した「介護サービスの基盤強化のための介護保険等の一

部を改正する法律」の施行に伴う新たな介護サービス等への対応、診療報酬との同時改定に伴う医療と介

護の機能分化・連携の強化などへの対応が求められます。こうした状況や、介護職員の処遇改善の確保、

介護事業者の経営状況、地域包括ケアの推進等を踏まえ、平成 24 年度改正では介護報酬改定率がプラス

1.2％となり、それに伴い、「地域包括ケアシステムの基盤強化」、「医療と介護の役割分担・連携強化」、

「認知症にふさわしいサービスの提供」という 3つの軸に沿った介護報酬改定が行われました。 

  

ア 介護保険制度の現状 

（ｱ）要介護認定状況 

 管内の介護認定審査は、鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町の 5市町の共同設置による丹南地

区介護認定審査会により行われています。 

 平成24年3月末の要介護認定者数は表 1のとおりであり、管内全体で8,202人となり、平成 23年3月

末に比べて増加しました。 

そして、その内訳は、要支援 1が 540人(7.4％)、要支援 2が 1,175人(14.1％)、要介護 1が 1,487人

(18.5％)、要介護2が1,604人(18.1％)、要介護3が1,234人(15.7％)、要介護4が1,202人(14.2％)、

要介護 5が 960人(12.1％)となり、要支援 1の認定者の割合が減り、要支援 2ならびに要介護 1、2をは

じめとする要介護の認定者の割合が増加しました。（図1） 

また、管内の第 1 号被保険者数（65 歳以上の人口）に占める要介護認定者割合は、図 2 のとおりです。 

平成 24年 3 月の時点で、在宅介護サービスを利用している要介護認定者の割合は図 3のとおりで、在

宅サービス受給者と施設サービス受給者の年次変化については、図 4、5のとおりです。 

 

表 1 要介護認定者数 （単位：人）                H24.3.31現在 

市町名 
要支援

１ 

要支援

２ 

要介護

１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護

５ 
合計 

23年3月末管内計 577 1,102 1,450 1,419 1,229 1,110 952 7,839 

管内割合％ 7.4 14.1 18.5 18.1 15.7 14.2 12.1 100.0 

鯖江市 203 358 441 493 415 324 285 2,519 

越前市 197 554 706 753 553 556 401 3,720 

池田町 18 25 55 35 17 22 25 197 

南越前町 75 81 110 97 83 115 77 638 

越前町 47 157 175 226 166 185 172 1,128 

24年3月末管内計 540 1,175 1,487 1,604 1,234 1,202 960 8,202 

管内割合％ 6.6 14.3 18.1 19.6 15.0 14.7 11.7 100.0 

24年3月末県計 2,885 4,236 6,432 7,013 5,254 5,220 4,352 35,392 

県割合％ 8.2 12.0 18.2 19.8 14.8 14.7 12.3 100.0 
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